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開会 午前１０時００分 
 

◎開会宣告及び議長挨拶 

○議長（新井 庫君）おはようございます。 
定刻になりましたので、ただいまから令和３年第４回五霞町議会定例会を開会いたしま

す。 
開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 
12 月に入り、寒さも厳しくなってまいりました。 
さて、国会では、10 月に衆議院解散総選挙が行われ、11 月の特別国会において第２次岸

田内閣が発足しました。そして、本日、臨時国会が召集され、岸田総理大臣の施政方針演説、

その後の補正予算審議等において新型コロナウイルス禍に対応する経済対策として、18 歳

以下の子供への 10 万円給付事業やマイナンバーカード普及に向けてマイナポイント事業な

ど注目されている案件が審議されることと思われます。町議会といたしましても、今後の国

会の動きに注目してまいりたいと思っております。 
本日は、議員各位には何かとお忙しい中、御出席をいただき、まことに御苦労さまです。 
現在、鎮静化しておりますが、引き続き新型コロナ感染拡大防止対策を徹底した上で本定

例会を開催させていただきますので、検温、マスクの着用、場内換気の実施など、皆様の御

理解と御協力をお願い申し上げます。 
本定例会には、条例の一部改正、各会計補正予算など、７件の議案が提出されております。 
議員各位には、慎重なる審査と円滑なる運営がなされますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
なお、本定例会開催にあたり、去る 11 月 22 日午後１時 30 分から議会運営委員会が開催

され、別紙令和３年第４回五霞町議会定例会会期及び審議表のとおり協議されております

ので、御報告申し上げます。 
 
 
 

◎会議成立の宣言 
○議長（新井 庫君）ただいまの出席議員は 10 名であります。 
定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 
 
 

◎町長挨拶 
○議長（新井 庫君）ここで、町長の挨拶をお願いします。 
町長。 
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○町長（染谷森雄君）改めまして、おはようございます。 
開会に当たりまして、一言御挨拶を述べさせていただきます。 
本日は、令和３年第４回五霞町議会定例会を開催いたしましたところ、議員の皆様方にお

かれましては、何かとお忙しいところ御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 
本定例会には、執行部といたしましては、条例の改正が２件、令和３年度一般会計及び特

別会計の補正予算が５件の合計７件の御提案をさせていただいております。詳細につきま

しては、お手元の議案書により説明させていただきますので、慎重なる審議の上、適切な議

決を賜りますようよろしくお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 
 

◎開議の宣告 
○議長（新井 庫君）これから本日の会議を開きます。 
会議規則第 20 条による議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 
 
 

◎会議録署名議員の指名 
○議長（新井 庫君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
会議規則第 120 条の規定により、１番 小野寺宗一郎君、７番 伊藤正子君の２名を会

期中の署名議員として指名いたします。 
 
 
 

◎会期の決定 
○議長（新井 庫君）日程第２、会期の決定について議題といたします。 
お諮りいたします。 
本定例会の会期を本日６日から 13 日までの８日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、会期は本日 12 月６日から 12 月 13 日までの８日間とすることを決定いたしまし

た。 
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◎諸般の報告 

○議長（新井 庫君）日程第３、諸般の報告をいたします。 
地方自治法の規定に基づく、例月出納検査の監査結果について、地方自治法第 235 条の

２第３項の規定に基づき、監査委員より報告がありましたので、その写しを配布しておりま

す。後ほど御確認ください。 
続きまして、９月定例会において可決いたしました教職員定数改善及び義務教育費国庫

負担制度堅持に係る意見書並びにコロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書の２件は、令和３年９月 17 日付けにて内閣総理大臣などに宛て提出して

おります。 
続きまして、地方自治法第 121 条の規定による本日の議案説明員を報告いたします。 
町長、副町長、教育長、関係課長等が出席しています。なお、教育次長欠席のため、かわ

りに教育委員会 内田主幹が出席しております。また、写真撮影のため、まちづくり戦略課 

篠﨑主任の入場を許可しております。 
本日の傍聴人は、１名ですので御報告いたします。 
以上で、諸般の報告を終わります。 

 
 
 

◎議案第６１号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）これより議事に入ります。 
初めに、議案第 61 号 五霞町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 61 号 五霞町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

て御提案申し上げます。 
健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、出産一時金の支給額等が見直さ

れたことに伴い、出産一時金の支給額は 42 万円を維持したまま、産科医療補償制度におけ

る掛金の額を引き下げし、本人の給付額を引き上げるため、本条例の一部を改正するもので

ございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 61 号は、会議規則第 37 条の規定によりお手元へ配付いたしております常任委員

会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 61 号は、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託することに決しま

した。 
 
 
 

◎議案第６２号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、議案第 62 号 五霞町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 62 号 五霞町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて御提案申し上げます。 
国民健康保険税については、茨城県が主体となり、県内市町村の課税方式並びに税率及び

税額の統一を目指しており、課税方式について令和４年度より２方式に統一されます。 
また、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 62 号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委

員会議案審査付託一覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 62 号は、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託することに決しま

した。 
 
 
 

◎議案第６３号～議案第６７号の一括上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）お諮りいたします。 
議案第 63 号 令和３年度五霞町一般会計補正予算（第７号）から議案第 67 号 令和３

年度五霞町水道事業会計補正予算（第３号）までは、各会計の補正予算で関連しております

ので、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 63 号から議案第 67 号まで一括して議題といたします。 
町長からそれぞれ提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 63 号 令和３年度五霞町一般会計補正予算（第７号）、議案第

64 号 令和３年度五霞町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、議案第 65 号 令和３

年度五霞町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）、議案第 66 号 令和３年度五霞町公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）、議案第 67 号 令和３年度五霞町水道事業会計

補正予算（第３号）につきまして、一括して御提案を申し上げます。 
初めに、議案第 63 号 令和３年度五霞町一般会計補正予算（第７号）ですが、既定の歳

入歳出予算の総額にそれぞれ１億 3,801 万 8,000 円を追加して、総額をそれぞれ 49 億 6,693
万 4,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 64 号 令和３年度五霞町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）ですが、

既定の歳入歳出予算の総額の増減はございませんが、歳出予算内での補正を行うものでご

ざいます。 
次に、議案第 65 号 令和３年度五霞町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）ですが、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 320 万円を追加し、総額をそれぞれ８億 6,883 万

6,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 66 号 令和３年度五霞町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）です

が、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 250 万円を追加して総額をそれぞれ５億 4,062
万 2,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 67 号 令和３年度五霞町水道事業会計補正予算（第３号）ですが、収益的

収入及び支出において収入支出ともに 12 万 5,000 円を追加するものでございます。 
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これら各会計の補正予算につきましては、本定例会には常任委員会が予定されておりま

すので、詳細につきましては常任委員会において御説明申し上げますので、よろしくお願い

をいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 63 号から議案第 67 号までは、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いた

しております常任委員会議案審査付託一覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたした

いと思いますが、御異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 63 号から議案第 67 号までは、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ

付託することに決しました。 
 
 
 

◎散会の宣告 
○議長（新井 庫君）以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 
これにて散会いたします。 
大変御苦労さまでした。 

 
散会 午前１０時１４分 


